
　
　
　

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

 

　
　
　

法
律
案
参
照
条
文

 

 

○
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）

 

　

（
名
称
及
び
位
置
）

第
八
条　

在
外
公
館
（
第
六
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
位
置
は
、
別
に
法
律
で
定
め

 

る
。

 

２
～
５　

（
略
）

 

 

○
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
（
抄
）

 

　

（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
）

第
十
三
条　

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
は
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外

 

務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
に
基
い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。



 
○
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

 

九
十
三
号
）
（
抄
）

 

　

（
戦
争
等
に
よ
る
特
別
事
態
の
際
の
在
勤
手
当
）

第
九
条
の
二　

戦
争
、
事
変
、
内
乱
等
に
よ
る
特
別
事
態
が
発
生
し
て
い
る
地
に
所
在
す
る
在
外
公
館
と
し
て
外
務
大
臣
が
指

定
す
る
も
の
に
勤
務
す
る
在
外
職
員
（
休
暇
帰
国
の
た
め
在
勤
地
（
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
定
め
る
在
勤
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
離
れ
て
い
る
在
外
職
員
を
除
く
。
）
に
支
給
す
る
在

勤
基
本
手
当
の
額
は
、
当
該
指
定
が
さ
れ
た
日
か
ら
当
該
指
定
が
解
除
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
又
は
次
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
在
外
職
員
に
支
給
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
在
勤
基
本
手
当
の
額
に
そ
の
額
の
百
分
の
十
五
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
在
外
職
員
に
関
す
る
第
十
三
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
中
「
現
に
受
け
る
在
勤
基
本
手
当
（
館
長
代
理
手
当
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該

手
当
を
含
む
。
）
の
支
給
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
受
け

る
べ
き
在
勤
基
本
手
当
の
額
（
館
長
代
理
手
当
を
受
け
て
い
る
在
外
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
項
前
段
の
規
定
の
適
用
が
な
い



も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
在
外
職
員
が
受
け
る
べ
き
当
該
手
当
の
額
を
当
該
在
勤
基
本
手
当
の
額
に
加
算
し
た
額
）
」
と
、

第
十
八
条
中
「
現
に
受
け
る
在
勤
基
本
手
当
の
支
給
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
の
適
用
が
な
い

 

も
の
と
し
た
場
合
に
受
け
る
べ
き
在
勤
基
本
手
当
の
額
」
と
す
る
。

 

２
～
４　

（
略
）

 

　

（
在
勤
基
本
手
当
の
支
給
額
）

第
十
条　

在
勤
基
本
手
当
の
月
額
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
基
準
額
（
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
外
公
館
の
増
置
に
伴
つ

て
設
定
さ
れ
た
基
準
額
を
含
む
。
）
の
百
分
の
七
十
五
か
ら
百
分
の
百
二
十
五
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
在
外
公
館
の
種

 

類
、
所
在
国
又
は
所
在
地
及
び
号
の
別
に
よ
つ
て
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

 

２　

（
略
）

 

３　

在
勤
基
本
手
当
の
号
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
外
務
省
令
で
定
め
る
。

　

（
子
女
教
育
手
当
の
支
給
額
） 

第
十
五
条
の
二　

子
女
教
育
手
当
の
月
額
は
、
年
少
子
女
一
人
に
つ
き
八
千
円
と
す
る
。 

２　

在
外
職
員
の
年
少
子
女
が
適
当
な
学
校
教
育
を
受
け
る
の
に
相
当
な
経
費
を
要
す
る
地
と
し
て
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
地



（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
指
定
地
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
在
外
職
員
の
年
少
子

女
（
六
歳
以
上
の
年
少
子
女
で
あ
つ
て
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学

校
又
は
高
等
学
校
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
外
務
大
臣
が
認
め
る
教
育
施
設
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
在
外
公
館
の
所
在
す
る
指
定
地
又
は
そ
の
他
の
指
定
地
に
お
い

て
学
校
教
育
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
在
外
職
員
に
支
給
す
る
子
女
教
育
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
年
少
子
女
一
人
に
つ
き
、
同
項
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
か
ら
自
己
負
担
額
（
我
が
国
に
お
け
る
教
育
に
関
す
る
支
出
の
実
態
等
を
勘
案
し
在
外
職
員
が
年
少
子
女
の
教
育
の
た
め

に
自
ら
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
加
算
し
た

額
と
す
る
。 

一　

在
外
職
員
の
年
少
子
女
が
当
該
在
外
職
員
の
勤
務
す
る
在
外
公
館
の
所
在
す
る
指
定
地
に
お
い
て
学
校
教
育
を
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

イ　

適
当
な
学
校
教
育
を
受
け
る
の
に
必
要
な
授
業
料
そ
の
他
の
経
費
（
外
務
省
令
で
定
め
る
費
目
に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
必
要
経
費
」
と
い
う
。
）
と
し
て
外
務
大
臣
が
当
該
在
外
職
員
の
勤
務
す
る
在
外
公
館



の
所
在
す
る
指
定
地
に
お
い
て
標
準
的
で
あ
る
と
認
定
す
る
額 

ロ　

現
に
要
す
る
当
該
年
少
子
女
に
係
る
必
要
経
費
の
額 

二　

在
外
職
員
の
年
少
子
女
が
前
号
に
規
定
す
る
指
定
地
以
外
の
指
定
地
に
お
い
て
学
校
教
育
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
次
の
額
の
う
ち
最
も
少
な
い
額 

イ　

前
号
イ
に
規
定
す
る
額 

ロ　

当
該
年
少
子
女
が
学
校
教
育
を
受
け
る
指
定
地
に
お
け
る
必
要
経
費
と
し
て
外
務
大
臣
が
標
準
的
で
あ
る
と
認
定
す

る
額 

ハ　

前
号
ロ
に
規
定
す
る
額 

３　

在
外
職
員
の
勤
務
す
る
在
外
公
館
の
所
在
す
る
地
で
あ
つ
て
、
当
該
在
外
職
員
の
年
少
子
女
に
適
当
な
学
校
教
育
を
受
け

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
地
に
所
在
す
る
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
在
外
職
員
の
年
少
子
女
が

当
該
在
外
公
館
の
所
在
す
る
地
以
外
の
地
（
本
邦
を
除
く
。
）
に
お
い
て
学
校
教
育
を
受
け
る
と
き
に
お
け
る
当
該
在
外
職

員
に
支
給
す
る
子
女
教
育
手
当
の
月
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
少
子
女
一
人
に
つ
き
、
同
項
の
額

に
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
か
ら
自
己
負
担
額
を
控
除
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 



一　

在
外
職
員
の
勤
務
す
る
在
外
公
館
の
所
在
す
る
地
以
外
の
地
に
お
け
る
学
校
教
育
に
係
る
必
要
経
費
と
し
て
外
務
大
臣

が
当
該
年
少
子
女
の
学
校
教
育
を
受
け
る
地
に
お
い
て
標
準
的
で
あ
る
と
認
定
す
る
額 

二　

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
額 

４　

（
略
） 

５　

指
定
地
に
所
在
す
る
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
在
外
職
員
の
年
少
子
女
（
六
歳
未
満
の
年
少
子
女
、
又
は
六
歳
以
上
の
年
少

子
女
で
あ
つ
て
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
幼
稚
園
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
外
務
大
臣
が
認
め
る
教
育
施
設
に
お
い
て
教
育

を
受
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
在
外
公
館
の
所
在
す
る
指
定
地
又
は
そ
の
他
の
指
定
地
に
お
い
て
学
校
教
育
を
受

け
る
と
き
は
、
当
該
在
外
職
員
に
支
給
す
る
子
女
教
育
手
当
の
月
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
少
子
女

一
人
に
つ
き
、
同
項
の
額
に
、
現
に
要
す
る
当
該
年
少
子
女
に
係
る
必
要
経
費
の
額
か
ら
自
己
負
担
額
を
控
除
し
た
額
を
加

算
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
加
算
さ
れ
る
額
は
、
四
万
三
千
円
を
限
度
と
す
る
。 

　

（
特
殊
語
学
手
当
） 

第
十
八
条　

特
殊
語
学
手
当
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
在
外
職
員
が
現
に
受
け
る
在
勤
基
本
手
当
の
支
給
額
の
百

 

分
の
二
十
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
を
支
給
す
る
。



 
　

（
研
修
員
手
当
の
支
給
額
）

 

第
十
九
条　

研
修
員
手
当
の
月
額
は
、
号
の
別
に
よ
つ
て
別
表
第
三
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

２　

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
外
務
省
令
で
定
め
る
。

 

　

（
給
与
の
端
数
計
算
）

第
二
十
一
条　

本
邦
通
貨
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
た
在
外
職
員
の
給
与
を
外
国
通
貨
で
送
金
す
る
た
め
当
該
外
国
通
貨
に
換
算
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
通
貨
の
最
低
単
位
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
当
該
給

 

与
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

外
国
通
貨
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
た
在
外
職
員
の
給
与
の
支
給
額
に
当
該
外
国
通
貨
の
最
低
単
位
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ

 

た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
当
該
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

○
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
抄
）

 

　

（
用
語
の
意
義
）

 

第
二
条　

（
略
）



 
２　

（
略
）

３　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
何
々
地
」
と
い
う
場
合
に
は
、
本
邦
に
あ
つ
て
は
市
町
村
の
存
す
る
地
域
（
都
の
特
別
区
の
存
す

る
地
域
に
あ
つ
て
は
、
特
別
区
の
存
す
る
全
地
域
）
を
い
い
、
外
国
に
あ
つ
て
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
を
い
う
も
の
と
す

 

る
。
但
し
、
「
在
勤
地
」
と
い
う
場
合
に
は
、
在
勤
官
署
か
ら
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
を
い
う
も
の
と
す
る
。


